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議案第 １２４ 号  

 

周南市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和３年１１月３０日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市手数料条例の一部を改正する条例 

周南市手数料条例（平成15年周南市条例第57号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第２号ただし書中「別表その５消防関係」を「別表その３建築関係及

びその５消防関係」に改める。 

別表その３ 建築関係の表(９)の部備考１中「申請書に、」の次に「当該申請に係

る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された」を加え、「第５条第

１項の登録住宅性能評価機関が作成した当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が長

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下「法」という。）

第６条第１項各号（第３号を除く。）に掲げる基準に適合していることを証する書類

（次の部において「適合証」」を「第６条の２第３項に規定する確認書若しくは同法

第５条第１項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し（以下この部において「確

認書等」」に、「43,000円」を「37,000円」に、「103,000円」を「94,000円」に、

「164,000円」を「150,000円」に、「335,000円」を「306,000円」に、「599,000

円」を「559,000円」に、「1,027,000円」を「979,000円」に、「1,923,000円」を

「1,834,000円」に、「2,783,000円」を「2,665,000円」に、「3,444,000円」を

「3,297,000円」に改め、同部備考２を削り、同部備考３中「適合証」を「確認書

等」に、「64,000円」を「56,000円」に、「155,000円」を「141,000円」に、

「245,000円」を「222,000円」に、「503,000円」を「458,000円」に、「896,000

円」を「837,000円」に、「1,541,000円」を「1,467,000円」に、「2,884,000円」を

「2,750,000円」に、「4,174,000円」を「3,995,000円」に、「5,166,000円」を
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「4,942,000円」に改め、同備考を同部備考２とし、同部備考４中「法」を「長期優

良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下この部及び次の部にお

いて「法」という。）」に改め、同備考を同部備考３とし、同部備考５を同部備考４

とし、同表(10)の部アの項及びイの項中「備考４及び５」を「備考３及び４」に改め、

同部備考１及び同部備考２を削り、同部備考３を同部備考１とし、同部備考４を同部

備考２とし、同表(11)の部を次のように改める。 

(11) 認定長期優

良住宅特例許可

申請 

認定長期優良住宅建築

等計画に基づく建築に

係る住宅の容積率に関

する特例の許可 

１件につき 160,000円 

別表その３ 建築関係の表(12)の部備考４中「この表」を「この部及び次の部」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年２月20日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の周南市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。 
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（参 考）  

周南市手数料条例新旧対照表  

現行  改正案 

（免除） （免除） 

第６条  手 数料は、次の各号のいず れかに該当するときは、 第

２条の規定にかかわらず、これを徴収しないことができる。 

第６条  手 数料は、 次の各号の いず れかに該当 するときは、第

２条の規定にかかわらず、これを徴収しないことができる。 

(１ ) （略）  (１ ) （略）  

(２ ) 国又は 他の地方公共団体その他公共団体 において 、公

用又 は 公共用 に使用するため申請があっ たとき。ただ し 、

別表 そ の５消 防関係に係る手数料につい ては、この限 り で

ない。 

(２ ) 国 又は 他の地 方公共団体 その 他公共団体 において、公

用又 は 公共 用 に使用する た め申請があったとき。た だし 、

別表 そ の３ 建 築関係及び そ の５消防関係に係る手数 料に つ

いては、この限りでない。 

(３ )～ (６ ) （略） (３ )～ (６ ) （略） 

２  （略）  

 

２  （略）  

 

別表（第２条関係） 

 その１ 税関係  ・  その２ 戸籍等関係 （略）  

 その３ 建築関係 

別表（第２条関係） 

 その１ 税関係  ・  その２ 戸籍等関係 （略）  

 その３ 建築関係 

手数料を徴収する事項 手数料の金額  

(１ )～ (８ ) （略） 

(９ ) 長期優良

住宅建築等計

画認定申請  

（略） 

備考 

手数料を徴収する事項 手数料の金額  

(１ )～ (８ ) （略） 

(９ ) 長期優良

住宅建築等計

画認定申請  

（略） 

備考 
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現行 改正案 

１  アに 係 る申 請 書 に、 住宅 の 品 質 確 保 の 促 進等 に 関 す

る 法律 （ 平 成 11年 法 律 第 81号 ） 第 ５条 第 １ 項の 登 録 住

宅 性能 評 価 機 関が 作 成 した 当 該 申 請に 係 る 長期 優 良 住

宅 建築 等 計 画 が長 期 優 良住 宅 の 普 及の 促 進 に関 す る 法

律 （平 成 20年 法律 第 87号。 以 下 「 法」 と い う。 ） 第 ６

条 第１ 項 各 号 （第 ３ 号 を除 く 。 ） に掲 げ る 基準 に 適 合

し て い る こ と を 証 す る 書 類 （ 次 の 部 に お い て 「 適 合

証 」と い う 。 ）の 添 付 があ る 場 合 の手 数 料 の金 額 は 、

一 戸 建 て の 建 築 物 に あ っ て は 43,000円 を 、 一 戸 建 て の

建 築物 以 外 の 建築 物 に あっ て は 次 に掲 げ る 床面 積 の 合

計 の区 分 に 応 じそ れ ぞ れ次 に 定 め る額 を 、 それ ぞ れ 上

記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(１ ) 100平方メートル以下のもの 43,000円  

(２ ) 100平 方 メ ー ト ルを 超 え 500平 方 メ ート ル 以 下 の

もの 103,000円  

(３ ) 500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 下

のもの 164,000円  

(４ ) 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,500平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 335,000円  

(５ ) 2,500平 方 メ ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 599,000円  

(６ ) 5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以

下のもの 1,027,000円  

(７ ) 10,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 20,000平 方 メ ー ト ル

１  アに 係 る 申 請 書 に、 当該 申 請に 係 る 住宅 の構 造 及 び

設 備 が 長 期 使 用 構 造 等 であ る 旨 が 記 載 さ れ た 住 宅 の 品

質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る法 律 （ 平 成 11年 法 律 第 81号 ）

第 ６ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定す る 確 認 書 若 し く は 同 法 第 ５

条 第 １ 項 に 規 定 す る 住 宅性 能 評 価 書 又 は こ れ ら の 写 し

（ 以 下 こ の 部 に お い て 「確 認 書 等 」 と い う 。 ） の 添 付

が あ る 場 合 の 手 数 料 の 金額 は 、 一 戸 建 て の 建 築 物 に あ

っ て は 37,000円 を 、 一 戸 建 て の 建 築 物 以 外 の 建 築 物 に

あ っ て は 次 に 掲 げ る 床 面積 の 合 計 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ

れ 次 に 定 め る 額 を 、 そ れぞ れ 上 記 の 手 数 料 の 金 額 か ら

減じた金額とする。 

 

(１ ) 100平方メートル以下のもの 37,000円  

(２ ) 100平 方 メ ー ト ルを 超 え 500平 方 メ ート ル 以 下 の

もの 94,000円  

(３ ) 500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 下

のもの 150,000円  

(４ ) 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,500平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 306,000円  

(５ ) 2,500平 方 メ ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 559,000円  

(６ ) 5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以

下のもの 979,000円  

(７ ) 10,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 20,000平 方 メ ー ト ル



 

-
 
5
 
-
 

現行 改正案 

以下のもの 1,923,000円  

(８ ) 20,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 30,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 2,783,000円  

(９ ) 30,000平方メートルを超えるもの  3,444,000円  

２  アに 係 る申 請 書 に、 住宅 の 品 質 確 保 の 促 進等 に 関 す

る 法律 第 ６ 条 第１ 項 の 設計 住 宅 性 能評 価 書 （市 長 が 別

に 定め る 要 件 を備 え て いる も の に 限る 。 ） の添 付 が あ

る 場合 の 手 数 料の 金 額 は、 一 戸 建 ての 建 築 物に あ っ て

は 34,000円 を 、 一 戸 建 て の 建 築 物 以 外 の 建 築 物 に あ っ

て は次 に 掲 げ る床 面 積 の合 計 の 区 分に 応 じ それ ぞ れ 次

に 定め る 額 を 、そ れ ぞ れ上 記 の 手 数料 の 金 額か ら 減 じ

た金額とする。 

(１ ) 100平方メートル以下のもの 34,000円  

(２ ) 100平 方 メ ー ト ルを 超 え 500平 方 メ ート ル 以 下 の

もの 59,000円  

(３ ) 500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 下

のもの 95,000円  

(４ ) 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,500平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 195,000円  

(５ ) 2,500平 方 メ ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 362,000円  

(６ ) 5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以

下のもの 675,000円  

(７ ) 10,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 20,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 1,834,000円  

(８ ) 20,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 30,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 2,665,000円  

(９ ) 30,000平方メートルを超えるもの  3,297,000円  
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現行 改正案 

以下のもの 1,263,000円  

(８ ) 20,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 30,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 1,862,000円  

(９ ) 30,000平方メートルを超えるもの  2,301,000円  

３  イに 係 る申 請 書 に適 合証 の 添 付 が あ る 場 合の 手 数 料

の 金 額 は 、 一 戸 建 て の 建 築 物 に あ っ て は 64,000円 を 、

一 戸建 て の 建 築物 以 外 の建 築 物 に あっ て は 次に 掲 げ る

床 面積 の 合 計 の区 分 に 応じ そ れ ぞ れ次 に 定 める 額 を 、

それぞれ上記の手数料の金額から減じた金額とする。  

 

(１ ) 100平方メートル以下のもの 64,000円  

(２ ) 100平 方 メ ー ト ルを 超 え 500平 方 メ ート ル 以 下 の

もの 155,000円  

(３ ) 500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 下

のもの 245,000円  

(４ ) 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,500平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 503,000円  

(５ ) 2,500平 方 メ ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 896,000円  

(６ ) 5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以

下のもの 1,541,000円  

(７ ) 10,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 20,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 2,884,000円  

(８ ) 20,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 30,000平 方 メ ー ト ル

 

 

 

 

２  イに 係 る 申 請 書 に確 認書 等 の添 付 が ある 場合 の 手 数

料 の 金 額 は 、 一 戸 建 て の 建 築 物 に あ っ て は 56,000 円

を 、 一 戸 建 て の 建 築 物 以外 の 建 築 物 に あ っ て は 次 に 掲

げ る 床 面 積 の 合 計 の 区 分に 応 じ そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

を 、 そ れ ぞ れ 上 記 の 手 数料 の 金 額 か ら 減 じ た 金 額 と す

る。 

(１ ) 100平方メートル以下のもの 56,000円  

(２ ) 100平 方 メ ー ト ルを 超 え 500平 方 メ ート ル 以 下 の

もの 141,000円  

(３ ) 500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 下

のもの 222,000円  

(４ ) 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,500平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 458,000円  

(５ ) 2,500平 方 メ ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト ル 以

下のもの 837,000円  

(６ ) 5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以

下のもの 1,467,000円  

(７ ) 10,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 20,000平 方 メ ー ト ル

以下のもの 2,750,000円  

(８ ) 20,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 30,000平 方 メ ー ト ル
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現行 改正案 

以下のもの 4,174,000円  

(９ ) 30,000平方メートルを超えるもの  5,166,000円  

４  法第 ６ 条第 ２ 項 の規 定に よ る 申 出 を す る 場合 の 手 数

料の 金 額は 、 (１ )の 部に 定 める 建築 物 等 の確 認 申 請 及

び 計画 通 知 の 手数 料 の 金額 に 相 当 する 額 を 上記 の 手 数

料の金額に加算した金額とする。  

 

 

５  （略）  

(10)  長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計

画 変 更 認 定 申

請 

ア  

新

築  

（ ア ） 

住 宅 の

構 造 又

は 設 備

に 変 更

が 生 ず

るもの 

１件につき  (９ ) 長期

優 良住宅建築等計画 認 定

申 請備考４及び５の 規 定

を 適用しないものと し て

計 算した場合におけ る 同

部 アの手数料の金額 の 半

額 

（イ） （略） 

イ  

増

築

又

（ ア ） 

住 宅 の

構 造 又

は 設 備

１件につき  (９ ) 長期

優 良住宅建築等計画 認 定

申 請備考４及び５の 規 定

を 適用しないものと し て

以下のもの 3,995,000円  

(９ ) 30,000平方メートルを超えるもの  4,942,000円  

３  長期 優 良 住 宅 の 普及 の促 進 に関 す る 法律 （平 成 20年

法 律 第 87号 。 以 下 こ の 部及 び 次 の 部 に お い て 「 法 」 と

い う 。 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の規 定 に よ る 申 出 を す る 場 合 の

手 数 料 の 金 額は 、 (１ )の 部 に定 め る建 築 物 等 の 確 認 申

請 及 び 計 画 通 知 の 手 数 料の 金 額 に 相 当 す る 額 を 上 記 の

手数料の金額に加算した金額とする。 

４  （略）  

(10)  長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計

画 変 更 認 定 申

請 

ア  

新

築  

（ ア ） 

住 宅 の

構 造 又

は 設 備

に 変 更

が 生 ず

るもの 

１ 件 に つ き  (９ )  長

期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画

認 定 申 請 備 考 ３ 及 び ４

の 規 定 を 適 用 し な い も

の と し て 計 算 し た 場 合

に お け る 同 部 ア の 手 数

料の金額の半額 

（イ） （略） 

イ  

増

築

又

（ ア ） 

住 宅 の

構 造 又

は 設 備

１ 件 に つ き  (９ )  長

期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画

認 定 申 請 備 考 ３ 及 び ４

の 規 定 を 適 用 し な い も
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現行 改正案 

は

改

築 

 

に 変 更

が 生 ず

るもの 

計 算した場合におけ る 同

部 イの手数料の金額 の 半

額 

（イ） （略） 

備考 

１  アに 係 る申 請 に おい て、 住 宅 の 構 造 及 び 設備 に 変 更

が 生じ な い 場 合で あ っ て、 適 合 証 が添 付 さ れて い る と

き の手 数 料 の 金額 は 、 次に 掲 げ る 変更 に 係 る戸 数 の 区

分 に応 じ 、 そ れぞ れ 次 に定 め る 額 を上 記 の 手数 料 の 金

額から減じた金額とする。 

(１ ) １戸のもの 4,000円  

(２ ) ２戸以上５戸以下のもの 6,000円  

(３ ) ６戸以上10戸以下のもの 8,000円  

(４ ) 11戸以上25戸以下のもの 17,000円  

(５ ) 26戸以上50戸以下のもの 22,000円  

(６ ) 51戸以上100戸以下のもの 28,000円  

(７ ) 101戸以上 200戸以下のもの 50,000円  

(８ ) 201戸以上 300戸以下のもの 66,000円  

(９ ) 301戸以上のもの 83,000円  

２  イに 係 る申 請 に おい て、 住 宅 の 構 造 及 び 設備 に 変 更

が 生じ な い 場 合で あ っ て、 適 合 証 が添 付 さ れて い る と

き の手 数 料 の 金額 は 、 次に 掲 げ る 変更 に 係 る戸 数 の 区

は

改

築 

 

に 変 更

が 生 ず

るもの 

の と し て 計 算 し た 場 合

に お け る 同 部 イ の 手 数

料の金額の半額 

（イ） （略） 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-
 
9
 
-
 

現行 改正案 

分 に応 じ 、 そ れぞ れ 次 に定 め る 額 を上 記 の 手数 料 の 金

額から減じた金額とする。 

(１ ) １戸のもの 5,000円  

(２ ) ２戸以上５戸以下のもの 9,000円  

(３ ) ６戸以上10戸以下のもの 13,000円  

(４ ) 11戸以上25戸以下のもの 25,000円  

(５ ) 26戸以上50戸以下のもの 33,000円  

(６ ) 51戸以上100戸以下のもの 42,000円  

(７ ) 101戸以上 200戸以下のもの 75,000円  

(８ ) 201戸以上 300戸以下のもの 99,000円  

(９ ) 301戸以上のもの 124,000円  

３・４  （略）  

(11) 削除  

 

 

 

 

(12)  低 炭 素 建

築 物 新 築 等

（ 新 築 又 は 増

築 、 改 築 、 修

繕 若 し く は 模

（略） 

 

 

 

 

 

１・２（略）  

(11)  認 定 長 期

優 良 住 宅 特 例

許可申請 

認定長期優良住宅

建築等計画に基づ

く建築に係る住宅

の容積率に関する

特例の許可  

１件につき 160,000円  

(12)  低 炭 素 建

築 物 新 築 等

（ 新 築 又 は 増

築 、 改 築 、 修

繕 若 し く は 模

（略） 

 

 

 



 

-
 
1
0
 
-
 

現行 改正案 

様 替 え 若 し く

は 空 気 調 和 設

備 そ の 他 の 建

築 設 備 の 設 置

若 し く は 改 修

を い う 。 以 下

こ の 部 及 び 次

の 部 に お い て

同 じ 。 ） 計 画

認定申請 

備考 

１～３  （略）  

４  ア に 係 る 申 請書 に、 住宅 の 品 質 確保 の促 進等 に関 す

る 法 律 第 ５条 第 １ 項 の登 録 住 宅性 能 評 価 機関 （ 以 下 こ

の 部 、 次 の 部 、 (15)の 部 、 (16)の 部 及 び (17)の 部 に お

い て 「 登 録住 宅 性 能 評価 機 関 」と い う 。 ）が 作 成 し た

当 該 申 請 に係 る 低 炭 素建 築 物 新築 等 計 画 が都 市 の 低 炭

素 化 の 促 進に 関 す る 法律 （ 平 成 24年 法 律 第 84号 。 以 下

こ の 表 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 54条 第 １ 項 各 号

（ 法 第 55条第 ２ 項 に おい て 準 用す る 場 合 を含 む 。 ） に

掲 げ る 基 準に 適 合 し てい る こ とを 証 す る 書類 （ 以 下 こ

の 表 に お いて 「 適 合 証」 と い う。 ） 又 は 市長 が 別 に 定

め る 書 類 の添 付 が あ る場 合 の 手数 料 の 金 額は 、 次 に 掲

げ る 床 面 積の 合 計 の 区分 に 応 じ、 そ れ ぞ れ次 に 定 め る

様 替 え 若 し く

は 空 気 調 和 設

備 そ の 他 の 建

築 設 備 の 設 置

若 し く は 改 修

を い う 。 以 下

こ の 部 及 び 次

の 部 に お い て

同 じ 。 ） 計 画

認定申請 

備考 

１～３  （略）  

４  ア に 係 る 申 請書 に、 住宅 の品 質 確保 の 促 進 等 に 関 す

る法 律 第 ５ 条 第 １ 項 の 登 録 住 宅性 能 評 価 機関 （ 以 下 こ

の 部 、 次 の 部 、 (15)の 部 、 (16)の 部 及 び (17)の 部 に お

いて 「 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 」と い う 。 ）が 作 成 し た

当該 申 請 に 係 る 低 炭 素 建 築 物 新築 等 計 画 が都 市 の 低 炭

素化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24年 法 律 第 84号 。 以 下

この 部 及 び 次 の 部 に お い て 「 法」 と い う 。） 第 54条 第

１項 各 号 （ 法 第 55条 第 ２ 項 に おい て 準 用 する 場 合 を 含

む。 ） に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し てい る こ と を証 す る 書 類

（ 以 下 こ の 部 及 び 次 の 部 に お い て 「 適 合 証 」 と い

う。 ） 又 は 市 長 が 別 に 定 め る 書類 の 添 付 があ る 場 合 の

手数 料 の 金 額 は 、 次 に 掲 げ る 床面 積 の 合 計の 区 分 に 応



 

-
 
1
1
 
-
 

現行 改正案 

額を上記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(１ )・ (２ ) （略） 

 

５～11 （略）  

（略）  
 

じ、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 を 上記 の 手 数 料の 金 額 か ら

減じた金額とする。 

(１ )・ (２ ) （略） 

５～11 （略）  

（略）  
 

その４ 開発関係～その６ その他 （略） その４ 開発関係～その６ その他 （略） 

 


